
 

議案第５８号 

 

   大口町職員等の旅費に関する条例の一部改正について 

 

 大口町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるも

のとする。 

 

  平成２３年１１月２９日提出 

 

大 口 町 長  森     進 

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、平成２４年１月４日に愛知郡長久手町が市制を施行する

ことに伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。 

 

  



 

大口町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

 大口町職員等の旅費に関する条例（昭和４８年大口町条例第２７号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第２項中「課長補佐」を「専門員」に改める。 

 別表第２な行の項中「長久手町」を「長久手市」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成２４年１月４日から施行する。ただし、第２条第２項の改正規

定は、平成２４年４月１日から施行する。
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大口町職員等の旅費に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

２ この条例において「課長以上の職にある者」という

場合には、部長、課長及びこれらに相当する職にある

者をいい、「その他の職員」という場合には、専門員

以下の職にある職員をいうものとする。 

２ この条例において「課長以上の職にある者」という

場合には、部長、課長及びこれらに相当する職にある

者をいい、「その他の職員」という場合には、課長補

佐以下の職にある職員をいうものとする。 

３ 略 ３ 略 

別表第２（第１６条関係） 別表第２（第１６条関係） 

市町村名 

あ行 略 

か行 略 

さ行 略 

た行 略 

な行 略 略 長久手市   

は行 略 

ま行 略 

や行 略 

わ行 略 
 

市町村名 

あ行 略 

か行 略 

さ行 略 

た行 略 

な行 略 略 長久手町   

は行 略 

ま行 略 

や行 略 

わ行 略 
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